
 

 

  資料１ 

     

 

 

寒川町初、国登録有形文化財（建造物）について 

国より 8 月７日（月曜日）官報告示があり、  3 月 17 日（金曜日）国の文化審議会文化

財分科会により答 申 がされていた町内に所在する 2 件 1 箇所の文化財が寒川町初の国

登録有形文化財（建造物）となりました。2 件の名称及び概要は、次のとおりです。  

旧広田
きゅうひろた

医院
い い ん

主屋
お も や

（写真１） 

旧広田
きゅうひろた

医院
い い ん

門 柱
もんちゅう

及び塀
へい

（写真２） 

 

所 在 地  高座郡寒川町一之宮
い ち の み や

 

所 有 者  個人 

建築年代   主屋：大正 15 年／昭和４年増築、同 21 年改修、同 30 年代増築  

門柱及び塀：昭和４年／平成 30 年改修  

数 量   ２件（１箇所）  

特 徴 等   主屋は大山街道沿いの旧家の洋館付和風住宅。平屋建
ひ ら や だ て

和館部は田の字型間取り

で伝統的。二階建洋館は外壁を下見
し た み

板張
いたばり

、一階に医院諸室を配し、Ｘ線室は

大壁
おおかべ

漆喰
しっくい

仕上
し あ げ

。二階は床構え付 10 畳座敷に巡らした縁廊下に上下窓を開く。

地域の医院として親しまれた佇まい。  

門柱及び塀は大山街道に開くコンクリート造門柱と塀基礎部分。門柱は太い

角柱で、上部兜巾型
と き ん が た

で江戸
え ど

切
きり

仕上の元は門扉付。袖柱を塀端部に立てて袖塀で

塞ぎ、潜戸
くぐりど

口を設ける。塀基礎は切石風モルタル仕上、元は板塀を載せた。医

院表構えに相応しく重厚で歴史的景観を形成。  

基 準  登録有形文化財登録基準１号該当（国土の歴史的景観に寄与しているもの） 

 

「国登録有形文化財」とは平成 8 年 10 月に施行された法律で、保存及び活用についての

措置が特に必要とされる文化財を文部科学大臣が文化財登録原簿に登録する制度です。届

出と指導助言を基本とする穏やかな保護措置を講じるもので、従来の指定制度（許可等の

強い規制と手厚い保護）を補完するものです。また、文化財のうち建造物、彫刻、工芸品

などの有形の文化的所産で、我が国にとって歴史上、芸術上、学術上価値の高いものを総

称して「有形文化財」と呼んでいます。旧広田医院は「国土の歴史的景観に寄与している

もの」と評価された寒川町を代表する近代建築です。  



 

 

写真１ 旧広田医院主屋 

  

写真２ 旧広田医院門柱及び塀  
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